
公立大学法人神戸市看護大学法人印規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

2024年12月24日 

公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学規程第33号 

公立大学法人神戸市看護大学法人印規程の一部を改正する規程 

公立大学法人神戸市看護大学法人印規程（ 2019年４月１日規程第 35号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（改正前） （改正後） 

第１条～第５条 （略）  

（委員長等の印）  

第６条 （略）  

(1)～(3) (略)  

(4) 図書情報センター長 (4) 図書館長 

第７条～第10条 （略）  

附 則 （略）  

         附 則 

                    

    

この規程は， 2025年４月１日から施行す

る。 

  

別表第５（第６条関係）  
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様式第12号 様式第12号 

  
 

 

 


